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御

主
祭

（票

粗

神
）

御
　
由
　
緒

当
官
の
創
始
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
逢
か
昔
の
人
々
は
洋
々
た
る
海
の
彼
方
、
海
神
の
国

（
ニ
ラ
イ

カ
ナ
イ
）
の
神
々
に
日
々
風
雨
順
和
に
し
て
豊
漁
と
豊
穣
に
恵
ま
れ
た
平
穏
な
生
活
を
祈

っ
た
。

そ
の
霊
応
の
地
、
祈
り
の
聖
地
の
一
つ
が
こ
の
波
の
上
の
崖
端
で
あ
り
、
こ
こ
を
聖
地
、
拝
所
と
し
て

日
々
の
祈
り
を
捧
げ
た
の
に
始
ま
る
。

波
上
宮
の
御
鎮
座
伝
説
に

『
往
昔
、
南
風
原
に
崎
山
の
里
主
な
る
者
が
あ
っ
て
、
毎
日
釣
り
を
し
て

い
た
が
、
あ
る
日
、
彼
は
海
浜
で
不
思
議
な
〃
も
の
を
言
う
石

〃
を
得
た
。
以
後
、
彼
は
こ
の
石
に

祈

つ
て
豊
漁
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
石
は
、
光
を
放
つ
霊
石
で
彼
は
大
層
大
切
に
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
知

っ
た
諸
神
が
こ
の
霊
石
を
奪
わ
ん
と
し
た
が
里
主
は
逃
れ
て
波
上
山

《
現
在
の
波
上
官

御
鎮
座
地
で
花
城
と
も
呼
ん
だ
》
に
至
つ
た
時
に
神
託

（神
の
お
告
げ
）
が
あ

っ
た
。
即
ち
、　
ョ
ロ
は

Ｒ
駒
権
ガ
勝
こ
の
地
に
社
を
建
て
ま
つ
れ
、
ぶ
ら
ば
国
家
を
鎮
護
す
べ
し
」
と
。
そ
こ
で
里
主
は
こ
の

脚酬鼈樺樹　趾供

神
　
（一一一座
）

神

伊

井

冊

尊

　

　

　

　

相
馨

速

工

男

尊

（左
神
Ｅ

事

解

男

尊

（葎

Ｅ

少I tti竃営

Zlil賞i

神″沖″火I

神
）

以
来
、
中
国
・南
方
・朝
鮮
。大
和
な
ど
と
の
交
易

（琉
球
王
府
直
轄
事
業
）
基
地
で
あ
つ
た
那
覇
港
の

出
船
入
船
は
、
そ
の
都
度
、
波
上
官
の
鎮
座
す
る
高
い
崖
と
神
殿
を
望
み
、
出
船
は
神
に
航
路
の
平
安

を
祈
り
、
入
船
は
航
海
無
事
の
感
謝
を
捧
げ
た
と
い
う
。
ま
た
人
々
は
常
に
豊
漁
、
豊
穣
を
祈
り
琉
球

王
府
の
信
仰
も
深
く
、
王
み
づ
か
ら
毎
年
正
月
に
は
列
を
整
え
参
拝
し
、
国
家
の
平
安
と
繁
栄
を
祈
る

な
ど
朝
野
を
あ
げ
て
の
崇
敬
を
あ
つ
め
、
琉
球
人
社
（官
社
）
の
制
が
設
け
ら
れ
る
や
当
官
を
そ
の
第

一

に
位
せ
し
め
、
「当
国
第

一
の
神
社
」
と
尊
崇
さ
れ
た
。
明
治
の
御
代
に
な
る
や
、
同
二
十
二
年
官
幣
小

社
に
列
格
し
、
沖
縄
総
鎮
守
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
社
殿
、
神
域
の
結
構
を
見
る
に
至
つ
た
が
、
先
の
大

戦
で
被
災
し
た
。

戦
後
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
御
本
殿
と
社
務
所
が
、
同
三
十
六
年
に
は
拝
殿
が
再
建
さ
れ
た
。
そ
し

て
平
成
五
年
、
平
成
の
御
造
営
に
よ
り
、
御
本
殿
以
下
諸
社
殿
が
竣
工
。
翌
年
二
月
、
諸
境
内
整
備
が

完
工
し
た
。

文
献
等
に
み
る
概
略
年
表
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



略

　

年

　

表

正
平
二
三
年
（

大
永
　
一
一年
（

慶
長
　
十
年
（

元
和
　
九
年
（

寛
永
　
十
年
（

享
和
　
一二
年
（

明
治
二
三
年
（

昭
和
　
十
年
（

昭
和
二
十
年
（

昭
和
二
七
年
（

昭
和
六
二
年
（

平
成
　
一
一年
（

平
成
　
五
年
（

平
成
十
五
年
公

平
成
十
八
年
公

御
　
神
　
徳

一
三
六
人
Ｙ
‥
頼
重
法
印
が
当
官
の
別
当
寺
と
し
て
護
国
寺
を
建
て
王
の
祈
願
所
と
す
る
。

一
五
一
〓
し
…
倭
僧
日
秀

上

人
、
当
官
を
再
興
。

一
六
〇
五
Ｙ
‥
倭
僧
袋

中

上

人
が
「琉
球
神
道
記
」
の
中
に
「当
国
第

一
の
神
社
」
と
記
す
。

王
全

≡
▼
・Ｌ
お
も
ろ
草
紙
」巻
十
が
完
成
。
歌
中
に
御
造
営
の
様
子
あ
り
。

一
六
一一三
し
…
社
殿
炎
上
。
同
十
二
年
再
興
。

一
人
〇
三
Ｙ
‥
社
殿
大
破
。
そ
れ
ま
で
の
三
殿
を

一
殿
に
改
め
三
戸
前
と
し
て
改
築
。

一
人
九
〇
Ｙ
‥
官
幣
小
社
に
列
格
す
。
御
鎮
座
告
祭
式
を
行
う
（現
、
例
大
祭
日
）
。

一
九
二
五
Ｙ
‥
御
再
興
三
百
年
祭
を
行
う
。
同
十
三
年
頃
に
か
け
神
苑
整
備
。

一
九
四
五
Ｙ
‥
戦
火
激
し
く
、
御
神
体
を
奉
じ
安
原
宮
司
、
摩
文
仁
に
避
難
。

一
九
五
二
Ｙ
‥
上
原
官
司
復
興
に
着
手
。　
ハ
ワ
イ
の
募
金
に
よ
り
、
翌
年
本
殿
と
社
務
所

が
竣
工
。
本
土
に
呼
び
掛
け
、
同
二
十
六
年
に
拝
殿
が
竣
工
。

昭
和
四
七
年
２

九
七
二
Ｙ
‥
本
土
復
帰
を
迎
え
、
沖
縄
復
帰
奉
告
祭
を
行
う
。
皇
室
よ
り
幣
畠
料
を
賜

Ｚ

Ｏ

。

古
く
よ
り
琉
球
朝
野
の
あ

つ
い
崇
敬
を
受
け
て
沖
縄
総
鎮
守
の
神
と
し
て
の
御
神
威
は
古
今
を
通
じ

て
高
く
、
国
家
鎮
護

・
海
外
貿
易
の
航
海
安
全
を
始
め
豊
漁

・
豊
穣

・
諸
産
業
の
振
興
を
守
護
さ
れ
、

又
身
近
に
は
安
産

。
家
内
安
全

・
子
孫
繁
栄

・
延
命
長
寿
の
信
仰
は
古
昔
よ
り
あ

つ
く
、
近
年
は
結
婚

式

・
建
築
関
係

・
商
売
繁
昌

・
受
験
合
格
祈
願

・
初
宮
詣

・
厄
除

。
交
通
安
全
祈
願

（車
の
お
は
ら
い
）

等
、
諸
願
成
就
の
神
と
し
て
神
徳
著
し
く
、
正
に

「守
礼
の
邦
」
沖
縄
の
永
世
泰
平
の
守
護
を
戴
く
御

神
徳
で
あ
る
。

一
九
人
七
Ｙ
‥
旧
社
務
所
並
び
参
集
所
を
撤
去
し
、
社
務
所
を
新
築
。

一
九
九
〇
Ｙ
‥
御
大
典
を
記
念
し
て
、
第

一
鳥
居
を
改
築
建
立
。

一
九
九
三
Ｙ
‥
平
成
の
御
造
営
（本
殿

・
拝
殿
の
再
建
と
九
成
。
正
遷
座
祭
斎
行
。

翌
年
五
月
、
全
整
備
事
業
を
了

へ
、
竣
工
奉
告
祭
が
斎
行
さ
る
。

一〇
〇
三
Ｙ
‥
第
二
社
務
所
を
新
築
。

一〇
〇
六
Ｙ
‥
波
上
（ナ
ン
ミ
ン
）
が
、
那
覇
市
文
化
財
に
指
定
さ
る
。



歳
旦
祭
か
ら
大
晦
日
の
除
夜
祭
ま
で
毎
年
数
十
回
の
大

。
中

・
小
の
恒
例
祭
典
が
行
わ
れ
て
世
界
の

平
和
、
国
家
の
安
泰
、
県
民
の
福
祉
平
安
、
諸
産
業
の
繁
栄
、
崇
敬
者
の
家
内
安
寧
、
健
康
、
幸
福
が

祈
ら
れ
る
。

歳

旦

祭

元

始

祭

節

分
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紀

元

祭

祈

年

祭

例

大

祭

大

　

祓

秋

分

祭

神

　

嘗

奉

祝

祭

明

治

祭

七
五
三
祭

昭i春と

和3分∬
祭i祭ま

新ほ
嘗″
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月
　
一　

日

月

〓
一
日

月

一二

日

二
月
十

一
日

二
月
十
七

日

春

分

の

日

四
月
二
十
九
日

五
月
十
七

日

六
月
二
十

日

秋

分

の

日

十
月
十
七
日

十

一
月
二
日

十

一
月
十
五
日

十
一
月
二
十
三
日

十
二
月
二
十
三
日

十
二
月
二
十
五
日

十
二
月
二
十
一
日

十
二
月
二
十
一
日

毎
月
一
・
十
七
日

一
年
の
最
初
の
祭
り
。
新
年
を
祝
い
国
運
の
隆
昌
と
世
界
の
平
和
を
祈
る
。

年
の
始
め
に
大
元
を
仰
ぎ
、
国
家
国
民
の
繁
栄
を
祈
る
。

節
分
（立
春
前
日
）
に
邪
気
・災
い
を
払
い
、
豆
撒
神
事
（鬼
や
ら
い
）
を
行
う
。

こ
の
節
日
の
日
に
厄
祓
を
行
う
の
が
本
来
で
あ
つ
た
。

建
国
の
祖
、
第

一
代
神
武
天
皇
の
御
即
位
の
日
。
国
の
誕
生
の
日
を
祝
い
、

国
家
安
泰
を
祈
る
。

（と
し
ご
い
の
ま
つ
り
、
と
訓
む
Ｙ
」
の
発
芽
の
時
期
に
五
穀
豊
穣
、
諸
産

業
、
全
て
の
生
成
発
展
を
祈
る
、
予
祝
の
祭
り
。

春
の
祖
霊
ま
つ
り
。
（報
恩
の
誠
心
を
捧
げ
、
祈
り
ま
つ
る
）

昭
和
天
皇
御
生
誕
の
日
。
緑
化
推
進
、
世
界
平
和
を
願
わ
れ
た
昭
和
の
御
代

を
偲
び
、
そ
の
成
就
を
祈
る
。

官
幣
小
社
列
格
、
御
鎮
座
告
祭
式
の
日
を
大
祭
日
と
し
、
古
く
か
ら
ナ
ン
ミ

ン
祭
と
呼
ば
れ
県
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

一
年
前
半
の
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
身
に
つ
い
た
罪
け
が
れ
を
、
種
々
の
祓

神
事
を
以
て
は
ら
う
夏
越
の
お
は
ら
い
。
（茅
輪
く
ぐ
り
の
神
事
）

秋
の
祖
霊
ま
つ
り
。
（報
恩
の
誠
心
を
捧
げ
、
祈
り
ま
つ
る
）

新
穀
を
祖
神
に
捧
げ
る
祭
り
で
、
伊
勢
神
官
の
神
嘗
祭
に
あ
わ
せ
て
当
官
の

奉
賛
会
大
祭
が
行
わ
れ
る
。

明
治
天
皇
を
仰
ぎ
文
化
産
業
の
発
展
、
世
界
平
和
を
祈
る
。

子
供
の
無
事
成
長
を
祈
る
。
七
才
ま
で
は
「神
の
子
」
と
言
わ
れ
、
人
々
は
子

供
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
を
誓
い
、
無
事
肯
わ
Ｌ卜
と
を
神
―こ
析

っ
た
。

大
神
様
の
御
恵
み
に
感
謝
す
る
収
穫
の
祭
で
、
古
来
か
ら
官
中
、
各
神
社
、

各
家
庭
で
行
わ
れ
た
。
神
と
人
と
が
共
に
新
穀
を
戴
く
の
が
本
義
と
さ
れ
る
。

聖
寿
を
慶
祝
し
、
大
御
代
の
長
久
、
又
皇
室
の
安
泰
を
祈
念
す
る
。

正
月
を
迎
え
る
に
当
り
社
殿
の
大
掃
除
が
行
わ
れ
る
。

一
年
後
半
の
罪
け
が
れ
を
は
ら
う
年
越
の
お
は
ら
い
。

一
年
最
後
の
祭
り
で
、　
一
年
の
大
神
様
の
御
恵
み
に
感
謝
が
捧
げ
ら
れ
る
。

月
ご
と
の
祭
で
、
崇
敬
者
を
始
め
世
の
平
安
と
弥
栄
を
祈
る
。


